
問い合わせ内容 回答

1

①役員の損害賠償責任に関し、（責任の免除）や（責任限定契約）に関する規定に

ついて寄附行為に定めることが望ましいとされているが、定めなくても問題ないの

か。②寄附行為作成例の（責任限定契約）の規定のうち、「金○○円以上であらか

じめ定めた額」とあるが、金額の定め方（目安等）をご教示願いたい。③譲渡所得

非課税措置に関する説明をお願いしたい

①定めなくても問題ない

②Q10-14参照

③現物の贈与や遺贈（寄附）を行う際、取得時より価格が値上がりしている場合に

は寄附者側が課税されるところ、公益法人等のうち要件を満たしたものへの贈与・

遺贈については非課税となるもの。

2

措置法が適用される寄附行為作成例について、残余財産の帰属者の候補に国及び地

方公共団体が入っていませんが、措置法施行令第25条の17第６項第3号では「国若

しくは地方公共団体又は他の公益法人等」とされています。候補として国と地方公

共団体を含めても問題ないでしょうか。

問題ない

3

理事会の議事参与制限について（36条）　理事が、同種の学部等を設置する他大学

等の理事を兼ねている場合、特別の利害関係を有していると考え、事業計画・事業

報告などの議事においても理事会を退席した方がよいのか。

「特別の利害関係を有する」とは、特定の理事が特定の決議について、学校法人に

対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係

ないしは法人外の利害関係を指すが、御指摘のような場合は原則はあたらないと考

えられる。ただし、競業には該当する可能性が高いため、競業について理事会の承

認を得ておくことが望ましい。

4

県の解散命令により学校法人が解散したときは、県は利害関係人の申立又は職権で

清算人を選任すると規定されましたが、清算人に対する報酬を県で負担することに

なり予算措置が必要になると思われます。大学設置法人において国が想定されてい

る報酬額をご教示いただければと思います。

報酬は法人が負担することになる

5

役員の報酬等の支給の基準に非常勤役員報酬は日額と規定していますが、非常勤役

員も議案などの事前審査など出席によらない業務に携わることがありますが、年額

○万円といった固定額での支給はできないということでしょうか。

年額、月額での支給も可能

6
評議員定数は理事定数の2倍置く必要があります。理事の定数に幅を持たせたい場

合、寄附行為はどのように規定すべきでしょうか。

理事定数の下限と上限それぞれの２倍＋１以上の幅をもって定める。

（例えば、理事９～１３であれば、評議員１９～２７以上となるように）



7

第24条第2項の解釈は、以下のとおりでよろしいでしょうか。例）理事６人

（A,B,C,D,E,F）、評議員13人（a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l）　パターン１　役員のいずれ

か一人と親族その他特殊の関係がある者とは、理事Aは、評議員a,b,c,d と親族その

他特殊の関係であっても良いが、評議員eが加わると、評議員総数(13人)の三分の一

を超えることとなるため不可。換言すれば、理事Aは、４人の評議員とまでは特殊

の関係であっても良い。パターン２　評議員のいずれか一人及びその親族その他特

殊の関係がある者とは、評議員aは、評議員b,c,d と親族その他特殊の関係であって

も良いが、評議員eが加わると、評議員総数(13人)の三分の一を超えることとなるた

め不可。換言すれば、評議員aは、３人の評議員とまでは特殊の関係であっても良

い。

お見込みのとおり。

8

寄附行為作成例の第４２条注意書きにおいて、国や地方公共団体を帰属先に含める

場合には追加して規定することが必要とあるが、帰属先を地方公共団体（県内の

市）のみに限定することは可能か。

可能

9
利益相反取引の決議について、賛否を明確に残す必要があるが、議事録の保存期間

に定めはあるか。
特段の定めはない

10
損害賠償責任の免除について、業務執行理事が全くの無報酬である場合、評議員会

の決議で一部免除はできない、ということになるのでしょうか。
無報酬である場合は最低責任限度額も０となるので、全額免除もできうる。

11

役員と学校法人等の職員を兼ねていて、職員としての給与等を職員給与規定で定め

ていない場合、役員に対する報酬等の支給の基準は職員としての給与等の分も含め

て定めなければならないということでしょうか。

その通り。役員に対して支払われている報酬は、役員報酬基準又は職員給与規定の

いずれかに根拠がある必要がある。

12

役員の損害賠償の免除について　　算定基礎報酬額を「年間報酬額と退職一時金の

年割額の合計」としているが、日額で役員報酬を支払いしている学校はこの「年間

報酬額」を前年度の報酬額と読み替えてよいのか。

施行規則３条の３に算定方法の詳細を規定しているが、免除の決議の日の属する年

度とその前年度の報酬額の高い方となる。前年度は実績、当年度はそれまでの報酬

額を一年単位に換算した額となる。



13 寄附行為記載例に関して，目的に人材育成が追加されている理由 大臣所轄向けのものとあわせたもの。規定しなくても差し支えない。

14
役員の報酬基準には，理事長等の特別慰労金も含むか。記載がない場合，寄附行為

の変更なく理事会議決で法的に支出可能か。

特別慰労金も含むと解される。支給する場合には報酬基準に定めることが必要。寄

附行為の変更までは必要ない場合もあり得るが、報酬基準に規定がない場合には、

評議員会の意見を聴いた上で報酬基準を改正する必要がある。

15
国からの標準寄附行為が変更されている部分について、法律等の改正がなければ、

解釈の変更はないと考えてよいか
その通り

16
監事の監査内容の変更　　令和元年度決算から適用になるのか、それとも令和２年

度決算から適用になるのか

令和元年度決算（令和２年度に行う監査）から適用になる。法律附則１０条１項に

規定。



17 第24条第2項のおける「特殊の関係がある者」とは、どのような者を指すのか。

租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号を参照されたい。

○租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号　(抄)

　その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、そ

の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの（以下この項及び次項第一号

において「役員等」という。）のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる

特殊の関係がある者（次号及び同項第一号において「親族等」という。）の数がそ

れぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定め

があること。

イ　当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者

ロ　当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受

ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ハ　イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

ニ　当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる

法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員（（１）において「会社役員」とい

う。）又は使用人である者

（１）当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人

（２）当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者

と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基

礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人


